
1 

 

令和４年３月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和４年３月２９日（火曜日）議事開始 午前 ８時４８分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子   

       栗下 章二  岩屋 美智子 稲田  優  田中 雄策  

       田上 みゆき 

【推進委員】 谷口 克美  赤川 リク子 西田 保子  園田 義保 

       福迫 久利  津口 えりこ 山口 長徳  溝添 トミ子 

       吉留 律子  宮田 吉人  土器 三紀夫 吉田 尚美  

       伊地知トシ子 高谷 千代子 杉元 義男  増田 賢造  

       中津 ゆみ子  

 

欠 席 委 員  

【農業委員】 前原 幸太郎 

【推進委員】 なし 

事務局職員  

       事務局長     押川 国智  事務局長補佐  鳥澤 庄司  

       農地調整係長   塩入 友之  農地調整係主査 大園 あけみ 

       農地調整係主事  池田 哲也  農地調整係主事 佐藤 純大  
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議   題  

    報告第２４号 農地等の合意解約について 

    報告第２５号 農用地利用配分計画について 

    議案第６８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第６９号 空き家に付属した農地の指定について 

議案第７０号 農地法第３条の規定による別段面積（下限面積）の設定について 

議案第７１号 農用地利用集積計画について 

     議案第７２号 農地法第５条の規定により許可のあった事業計画の変更申請につ

いて 

議案第７３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第７４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第７５号 非農地証明願いについて 
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事務局長 それではただいまから令和４年３月定例農業委員会総会を開催いた

します。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。     

ご着席ください。 

尾山会長 【あいさつ・・・・】 

尾山議長 次に委員の出席状況を報告いたします。前原委員より本日の会議に

欠席する旨、届出がありましたので報告いたします。よって、ただいま

の出席者は委員２６名で定足数に達しております。これより会議を開

きます。議事に入る前に議事録署名委員に、山下委員と岩屋委員を指名

いたします。 

 それでは、ただ今から今月の議事に入ります。報告第２４号から報告

第２５号及び議案第６８号から議案第７５号までを一括議題といたし

ます。事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長   （議案朗読） 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。ま

ず、報告第２４号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお願

いします。 

事務局  議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第２４号についてご説明いたします。１ページをご覧

ください。今月の合意解約件数は５１件でございます。詳細につきまし

て、２ページをご覧ください。 

 令和４年３月分の合意解約一覧につきましては、ご覧のとおりでご

ざいます。今月の総会案件と関連がないものについて、順にご説明いた

します。 

 整理番号１番から８番は、他の担い手へ貸付の為、解約するもので

す。続きまして、整理番号９番は、相続の為、解約するものです。３ペ

ージになります。整理番号１９番、２０番は、他の担い手へ貸付の為、

解約するものです。５ページになります。整理番号４２番から４５番
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は、所有者にて耕作予定の為、解約するものです。続きまして、整理番

号４６番から４８番は、他の担い手へ貸付の為、解約するものです。 

以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長 質問がないようですので、次に報告第２５号「農用地利用配分計画に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  それでは、報告第２５号「農用地利用配分計画について」ご説明いた

します。 

７ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、令

和４年３月１日付けで県知事が認可した案件をご報告するものでござ

います。計２８件、８６筆、９６，０５０㎡となっております。 

 詳細につきましては、８ページから１６ページに記載のとおりです。 

以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

  （なしと言う者多数あり） 

尾山議長 質問がないようですので、以上で報告を終わります。次に議案第６８

号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたしま

す。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長 

議長 事務局 

事務局 それでは、議案第６８号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」ご説明いたします。１７ページをご覧ください。今月の許可申請件

数は、所有権移転１２件、貸借９件、合計２１件です。申請人の住所・

氏名は省略して、申請内容については概略ご説明いたします。また、渡

し人の年齢が記載されていない案件については相続人からの申出とな



5 

 

っております。 

１８ページをお開きください。整理番号１番、田１筆、１８３㎡の交

換です 

続きまして、整理番号２番、田１筆、６２８㎡の売買です。価格は総

額〇〇円です。 

続きまして、整理番号３番、１８ページから１９ページになります。

田５筆、６，０２９㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。こちらは、

受け人の経営面積が０㎡ですが、権利取得後に６，０２９㎡となるので

下限面積要件は、問題ありません。 

２０ページになります。整理番号４番、田２筆、９７０㎡の売買です。

価格は総額〇〇円です。 

続きまして、整理番号５番、畑１筆、２，１１９㎡の売買です。価格

は１０ａあたり〇〇円です。こちらは、備考欄に記載してある通り、増

田委員の掘起しです。 

２１ページになります。整理番号６番、田２筆、２，９０３㎡の売買

です。価格は、総額〇〇円です。 

続きまして、整理番号７番、田１筆、１，７０７㎡の贈与です。 

２２ページになります。整理番号８番、畑１筆、５９１㎡の売買です。

価格は総額〇〇円です。 

続きまして、整理番号９番、２２ページから２５ページになります。

田１３筆、畑２筆、計１５筆、１４，０５０㎡の売買です。価格は、総

額〇〇円です。こちらは、備考欄に記載の通り、伊地知委員の掘起しで

す。 

２６ページになります。整理番号１０番、畑１筆、１，３１４㎡の売

買です。価格は、宅地込で総額〇〇円です。こちらは備考欄に記載のと

おり空き家に附属した農地関連です。 

続きまして、整理番号１１番、田２筆、７２２㎡の売買です。価格は

総額〇〇円です。 
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２７ページになります。整理番号１２番、田２筆、１２９㎡の売買で

す。価格は、総額〇〇円です。こちらは、備考欄に記載の通り、農振農

用地外１０ａ要件での取得です。 

所有権移転については以上となります。続いて、貸借について説明い

たします。 

２８ページをご覧ください。整理番号１番、田１筆、２，７０４㎡の

賃貸借です。 

続きまして、整理番号２番、田１筆、１，２２２㎡の賃貸借です。 

次の、整理番号３番から６番は、竹下委員の掘起しです。整理番号３

番、畑１筆３，３４７㎡の賃貸借です。こちらは、受け人の経営面積が

０㎡ですが、次の整理番号４番から７番の農地を含めて６，５４６㎡と

なるので下限面積要件は、問題ありません。 

２９ページになります。整理番号４番、田１筆、４５４㎡の賃貸借で

す。 

続きまして、整理番号５番、田２筆、１，６２８㎡の賃貸借です。 

３０ページになります。整理番号６番、田１筆、３２６㎡の賃貸借で

す。 

続きまして、整理番号７番、田１筆、７９１㎡の賃貸借です。 

続きまして、整理番号８番、田１筆、１，９７４㎡の賃貸借です。 

３１ページになります。整理番号９番、田１筆、１，０８８㎡の賃貸

借です。こちらは、備考欄に記載の通り、谷口委員の掘起しです。 

以上、所有権移転１２件、貸借９件、計２１件です。 

尾山議長 事務局の説明が終わりました。議案第６８号については、各担当委員

が現地確認等をしていただいております。 

土地の現地確認と申請人「受人」の確認をそれぞれお願いしておりま

す。各委員から報告をしていただきます。 

所有権移転 整理番号１番の土地の報告を福迫委員に、申請人「受

人」の報告を田上委員にお願いします。まず、福迫委員にお願いしま
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す。 

福迫委員 議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  それでは、整理番号１番の土地について報告いたします。申請農地

は、〇〇自治会内にあります。申請地は、自分で基盤整備した正方形の

水田の一部となっており、周辺は水田地帯です。用排水、日照及び接道

は良好で、昨年も飼料稲を作付けされておりました。皆様のご審議方、

よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に田上委員にお願います。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  整理番号１番の受人の営農状況は、稲作主体の兼業農家です。地域と

の調和については、以前より水田として利用しており、今後も周辺農家

と協力し管理に努めるとのことでした。所有農地も管理も適切にされ

ており、問題ないと判断します。皆様のご審議方、よろしくお願いいた

します。 

尾山議長  次に整理番号２番の土地の報告を宮田委員に、申請人「受人」の報告

を伊地知委員にお願いします。まず、宮田委員にお願いします。 

宮田委員  議長。 

尾山議長  宮田委員。 

宮田委員 整理番号２番の土地について報告いたします。申請地は、〇〇自治会

内にあり、周辺一帯は水田地帯であります。基盤整備はされていませ

ん。日照、接道、用排水は良好であります。皆様のご審議方、よろしく

お願いいたします。 

尾山議長  次に伊地知委員にお願います。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員 

伊地知委員  ２番の受人について報告いたします。受人は、稲作主体の専業農家で
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す。地域との調和については、所有地等の管理も行き届いている事から

何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたし

ます。 

尾山議長  次に整理番号３番の土地の報告を下原委員に、申請人「受人」の報告

を津口委員にお願いします。まず、下原委員にお願いします。 

下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 

下原委員  整理番号３番の農地５筆について報告します。申請地は、〇〇と〇〇

自治会内にあります。周囲一帯は、基盤整備された水田です。日照、接

道、用排水は良好です。また、〇〇の２筆は、１枚の水田になっていま

した。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に津口委員にお願います。 

津口委員  議長。 

尾山議長  津口委員。 

津口委員  整理番号３番の受人について報告します、受人は、〇〇自治会に住ん

でおられます。受人の営農状況は、兼業農家です。水田でクワイ芋を作

付けされています。後継者はいます。取得後は、農業法人に委託をする

との事です。地域との調和については、営農に一生懸命取組まれてお

り、所有農地の管理は行き届いている事から何ら問題ないと判断しま

した。 

尾山議長  次に整理番号４番の土地及び申請人「受人」の報告を田中委員にお願

いします。 

田中委員  議長。 

尾山議長  田中委員 

田中委員  整理番号４番について報告します。申請地は〇〇自治会内にありま

す。農地の形状は良く、日照・接道・用排水は良好です。農地中間管理

事業で区画整理が始まります。受人は、〇〇に住んでおり、渡人とは友

人であります。受人は、兼業農家で自分の所有する農地もあり適正管理
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されています。また、土地改良の理事でもありますから何ら問題ないと

判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いたします。 

尾山議長  次に整理番号５番の土地及び申請人「受人」の報告を増田委員にお願

いします。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員 

増田委員  整理番号５番の申請農地、受人について報告します。申請地は、〇〇

自治会内にあります。遊休化しており、周辺は、山林に隣接していま

す。受人は稲作主体の兼業農家です。地域との調和については、後継者

もおり、所有農地の管理も行き届いている事から何ら問題ないと判断

しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号６番の土地及び申請人「受人」の報告を田中委員にお願

いします。 

田中委員  議長。 

尾山議長  田中委員 

田中委員 整理番号６番について報告します。申請地は〇〇自治会内にありま

す。農地の形状は、基盤整備されておりませんが良いと判断しました。

筆数は、２筆ですが現状４枚に分かれています。日照・接道・用排水は

良好です。昨年までは水稲が作付けされており、現在は耕運されていま

す。受人は、〇〇自治会内に住んでおり、稲作主体の専業農家です。後

継者はいますが、今は県外で会社員です。取得後は、稲作をしていくこ

との事です。地域との調和については、所有農地の管理も行き届いてお

り、用水管理の協力など何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議

方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号７番の土地及び申請人「受人」の報告を福迫委員にお願

いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員 
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福迫委員  整理番号７番について報告いたします。申請農地は、〇〇自治会内に

あります。申請地は基盤整備済で、接道も整備され、日照、用排水は、

良好でした。受人は、稲作主体の専業農家です。この水田は、昨年、水

稲が作付けされておりました。地域との調和については、営農に一生懸

命に取り組まれており、所有農地の管理も行き届いている事から、何ら

問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

尾山議長  次に整理番号８番の土地の報告を土器委員に、申請人「受人」の報告

を津口委員にお願いします。まず、土器委員にお願いします。 

土器委員  議長。 

尾山議長  土器委員 

土器委員  整理番号８番の申請農地について報告いたします。申請農地は〇〇

自治会内にあります。基盤整備はされておりませんが形状は良好です。

周辺一帯畑地で、接道、日照は良好です。皆様のご審議方、よろしくお

願いいたします。 

尾山議長  次に津口委員にお願います。 

津口委員  議長。 

尾山議長  津口委員 

津口委員  整理番号８番の受人について報告いたします。受人は、〇〇自治会内

に住んでおられます。受人の営農状況は、稲作主体の兼業農家で、後継

者もおられます。皆地域との調和について、受人は営農に一生懸命に取

り組まれており、所有農地の管理も行き届いている事から、何ら問題な

いと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号９番の土地の報告を伊地知委員に。申請人「受人」につ

きましては、所有権移転整理番号２番と同一人物のため省略します。 

伊地知委員、お願いします。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員 
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伊地知委員  整理番号９番の農地について報告します。田については、〇〇自治会

内にあります。基盤整備もしてあります。日照、接道、用排水は良好で

す。次に畑について報告します。畑は〇〇自治会内にあります。日照、

接道は良好です。現在、耕運がされていました。皆様のご審議方、よろ

しくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１０番の土地及び申請人「受人」の報告を稲田委員にお

願いします。 

稲田委員  議長。 

尾山議長  稲田委員 

稲田委員  整理番号１０番について報告いたします。申請地は、空き家に付属し

た農地です。現在は野菜が作付けされています。この農地には、用排水

はありません。宅地に接していますが、周りは畑地帯で牧草等が作付け

されています。日照は良好です。受人は、四国から移住されまして、自

然の中で生活がしたいと言うことで、菜園だけの耕作でありますが、問

題はないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

尾山議長  次に整理番号１１番の土地及び申請人「受人」の報告を中津委員にお

願いします。 

中津委員  議長。 

尾山議長  中津委員 

中津委員  整理番号１１番について報告いたします。申請農地は、〇〇自治会内

にあります。基盤整備済で、周辺一帯は、水田地帯です。日照、接道用

排水は良好です。続いて受人について報告します。受人は、〇〇自治会

内にいらっしゃいまして、兼業農家で、農業も頑張っておられます。取

得後は水稲を作付けされるとの事です。所有農地の畦畔の管理も良好

なので、地域との調和については、何ら問題ないと判断しました。皆様

のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１２番の土地及び申請人「受人」の報告を岩屋委員にお
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願いします。 

岩屋委員  議長。 

尾山議長  岩屋委員 

岩屋委員  整理番号１２番について報告します。申請農地は、〇〇から〇〇に行

く道路の北側にあります。申請農地の周辺は宅地もありますが進入路

は良く、日照、用排水も良好です。受人は、専業農家で後継者もいます。

所有農地も管理も行き届いており、地域の奉仕作業にも協力されてお

り、問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたし

ます。 

尾山議長  次に２８ページの貸借整理番号１番の土地の報告を吉留委員に、申

請人「受人」の報告を吉田委員にお願いします。まず、吉留委員にお願

いします。 

吉留委員  議長。 

尾山議長  吉留委員 

吉留委員  整理番号 1 番の申請地について報告します。申請農地は、〇〇自治

会内にあります。基盤整備は、されていません。周辺の状況は、水田地

帯です。日照、接道、用排水は良好です。以上、報告します。 

尾山議長  次に吉田委員にお願います。 

吉田委員  議長。 

尾山議長  吉田委員 

吉田委員  整理番号１番の受人について報告します。受人は、〇〇自治会内で、

稲作主体の兼業農家です。後継者は息子さんがおられます。取得後は、

これまで同様に水稲の作付けを行うそうです。周辺の農地に影響を及

ぼすことはないと考えます。地域との調和については、受人は地域で行

われる水路清掃や除草作業に参加し、周辺農家と協力し用水路等の管

理に努められていますので何ら問題ないと判断しました。皆様のご審

議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号２番の土地及び申請人「受人」の報告を吉留委員に
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お願いします。 

吉留委員  議長。 

尾山議長  吉留委員 

吉留委員  整理番号２番の申請地について報告します。申請農地は、〇〇自治会

内にあります。基盤整備は、されていません。周辺の状況は、水田地帯

です。日照、接道、用排水は良好です。受人について報告します。受人

の営農状況は、稲作主体の専業農家です。後継者はいません。取得後

は、これまで同様に水田として利用し、今年は飼料稲を作付けするとの

事です。周辺の農地に迷惑が掛からないように、定期的に行われる水路

掃除や管理作業に参加し、維持管理に努めるとの事でした。何ら問題な

いと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号３番から６番の土地及び申請人「受人」の報告を竹

下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  整理番号３番から６番まで受人が同じですのでまとめて報告しま

す。３番の農地は、〇〇にあります。農地は、遊休化しています。形状

は、あまり良くありません。周辺一帯は、畑、山林、宅地があります。

日照、接道、用排水に関しては、何ら問題ありません。 

 整理番号４番の農地は、〇〇自治会内にあります。３年前の水害で被

害を受けた農地でありますが、表土の入れ替えが終わって耕作ができ

る状況にあります。基盤整備はされておりません。農地の形状は、ほぼ

四角形です。周辺は水田が広がっています。日照、接道、用排水は、何

ら問題ありません。現状は遊休化しています。 

 整理番号５番の農地は、〇〇自治会内にあります。基盤整備はされて

おりません。農地の形状は、良いほうだと思います。周辺は水田が広が

っています。日照、接道、用排水は何ら問題ありません。昨年は水稲が

作付けされていました。 
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 整理番号６番の農地も〇〇自治会内にあります。小さな農地ですが、

受人の住居近くに菜園を作りたいため、菜園として活用したいとの事

でした。形状はあまりよくありません。日照、接道、用排水は何ら問題

ありません。 

 次に受人について報告します。受人は、２月２６日にえびの市に移住

されてきた若い人です。地域との調和についても全面的に協力してい

くとの事でした。稲作主体の専業で、畑についても、露地野菜を作付け

していくとの事でした。以前は、和歌山で露地野菜を栽培していた農業

法人で研修を２年くらいしていたとの事でした。何ら問題ないと判断

しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号７番の土地の報告を田中委員に。申請人「受人」に

つきましては、貸借整理番号３番から６番と同一人物のため省略しま

す。田中委員、お願いします。 

田中委員  議長。 

尾山議長  田中委員。 

田中委員  整理番号７番の申請地は、〇〇自治会内にあります。農地は、基盤整

備がされておりませんが、形状は良いです。周辺一帯は、水田が広がっ

ています。日照、接道、用排水は何ら問題ありません。昨年までは水稲

が作付されていました。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号８番の土地の報告を田上委員に、申請人「受人」の

報告を福迫委員にお願いします。まず、田上委員にお願いします。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  整理番号８番の農地について報告します。申請地は、〇〇自治会内に

あります。基盤整備はされておりませんが、農地の形状は、ほぼ四角形

で良好です。申請農地の周辺は、北と南が水田、西が山林、東は農道で

す。日照、接道、用排水は良好です。現在、耕起されている状況でした。

以上、報告します。 
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尾山議長  次に福迫委員にお願います。 

福迫委員 議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  整理番号８番の受人について報告します。受人の営農状況は、稲作と

左官業の兼業農家です。地域との調和については、受人は後継者もおり

営農も一生懸命に取り組まれ所有農地の管理も行き届いており、適切

と判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号９番の土地及び申請人「受人」の報告を谷口委員に

お願いします。 

谷口委員 議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  整理番号９番について報告します。申請農地は、〇〇自治会の東側に

あります。基盤整備は済んでいます。接道、用排水は良好です。日照に

ついては、西側に大きな孟宗竹林があるため不良です。しかし、この竹

林の所有者から、境界から５ｍほど伐採の許可を得ているとの事です。

受人の営農状況は、稲作主体の兼業農家です。今、〇〇土地改良区の理

事長をされていて、今後も一生懸命に地域農業のためにリーダーシッ

プを取ってくださる人だと思っていますので、何ら問題ないと判断し

ました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説

明をお願いします。 

事務局 今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第

６号まで事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題ござい

ませんでした。農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆様

より事前調査の報告がありましたとおりであり、地域との調和要件な

ど問題はないということでございます。従いまして、計２１件につきま

しては、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件をすべて

充たしていると考えます。以上ご報告いたします。 
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尾山議長  ただいま、各委員及び事務局より説明がありました。 

 これより議案第６８号の審議に入ります。２１ページ所有権移転 

整理番号６番の譲受人、及び３０ページ貸借整理番号７番の譲渡人は、

竹下会長代理であります。よって農業委員会等に関する法律第３１条

「議事参与の制限」の規定に基づき竹下会長代理の退席を求めて審議

します。竹下会長代理の退席をお願いします。 

 （竹下会長代理退席） 

尾山議長  それでは、ただ今から所有権移転整理番号６番と貸借整理番号７番

の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。所有権移転整理番号６番と貸借整理番号７番は

原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。竹下会

長代理の退席を解きます。 

 （竹下会長代理着席） 

尾山議長  それでは、所有権移転整理番号６番と貸借整理番号７番を除く、議案

第６８号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませ

んか。 

山下委員  議長 

尾山議長  山下委員 

山下委員  ２１ページの所有権移転整理番７番について、譲渡人は、三重県の方

ですが、譲受人との続き柄を教えてください。 

福迫委員  議長 

尾山議長 福迫委員  

福迫委員  私の担当地区ですので、譲渡人は、譲受人の父の妹ですので、叔母さ

んになられます。 
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尾山議長  他に質疑はありませんか。 

岩屋委員  議長 

尾山議長  岩屋委員 

岩屋委員  ２０ページの所有権移転整理番号５番と２８ページの貸借整理番号

３番と２９ページの貸借整理番号４番の申請地は遊休化しているとの

ことでしたが、この申請地はすぐに農地として利用できるのでしょう

か。 

増田委員  議長 

尾山議長  増田委員 

増田委員  所有権移転整理番号５番の農地は、遊休化していますが、譲受人が耕

作できる農地に復元するとの事です。 

竹下会長代理  議長 

尾山議長  竹下会長代理 

竹下会長代理  賃借整理番号３番と４番については、一部遊休化していますが、譲受

人が耕運し、遊休地の解消をするとの事です。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

杉元委員  議長 

尾山議長  杉元委員 

杉元委員  １９ページの所有権移転整理番号３番について、受人は取得後、農業

法人に耕作を委託するとの事でしたが問題ないでしょうか。 

事務局長  議長 

尾山議長  事務局長 

事務局長  この点については、事務局で受人から聞き取りを行いました。農業経

営は譲受人が行います。しかし、田植え機やコンバインの機械を所有し

ていないため田植えや稲刈り作業を委託するとの事でしたので、何ら

問題はありません。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

下原委員  議長 
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尾山議長  下原委員 

下原委員  所有権移転整理番号３番の農地は、〇〇自治会にお住まいの方が譲

受人ですが、〇〇や〇〇自治会の人で、購入したかった人がいたのでは

ないでしょうか。この農地について〇〇や〇〇自治会の人に斡旋する

事は出来なかったのでしょうか。 

事務局長  議長 

尾山議長  事務局長 

事務局長  所有権移転整理番号３番については、斡旋申し出等の前に、譲渡人の

親戚の方と譲受人とで売買の話が決定していました。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

増田委員  議長 

尾山議長 増田委員 

増田委員  再度お尋ねしますが、所有権移転整理番号３番について、受人は自分

で耕作をされるのでしょうか。 

事務局長  議長 

尾山議長  事務局長 

事務局長  先ほども答弁いたしましたが、農業経営は譲受人が行います。しか

し、田植え機やコンバインの機械を所有していないため田植えや稲刈

り作業を委託するとの事でしたので、何ら問題はありません。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

栗下委員  議長 

尾山議長 栗下委員 

栗下委員  所有権移転整理番号３番については、〇〇自治会周辺の水田の価格

破壊にならないか心配しておりました。受人には、この周辺の水田の価

格はお伝えしました。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。議案第６８号は原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手を求めます 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。ここ

で、しばらく休憩をいたします。 

  （１０分間休憩） 

尾山議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。次に、議案第６９号「空き家に

付属した農地の指定について」を議題といたします。事務局から説明を

お願いします。 

事務局  議長 

尾山議長  事務局 

事務局  議案第６９号、「空き家に附属した農地の指定」についてご説明いた

します。 

３２ページをご覧ください。今月の指定申出件数は１件です。申出人

の住所氏名は省略し、内容については概略ご説明致します。３３ページ

をご覧ください。整理番号１番、田１筆、４４７㎡です。空き家バンク

は登録済みで、農地の状況としては将来遊休化の恐れがあります。 

 空き家付き農地については、以上となります 

尾山議長  ただいま、事務局の説明が終わりました。 

 議案６９号につきましては、担当委員が現地確認等をしていただい

ておりますので、報告をしていただきます。 

 整理番号１番について、谷口委員にお願いします。 

谷口委員  議長 

尾山議長  谷口委員 

谷口委員  申請地は、〇〇自治会内にあります。この農地は、空き家に指定され

た宅地を通らないと農地に行けませんでした。接道がありません。現状

は水稲が作付けされた跡がありましたが、将来遊休化する恐れがある

と判断しました。 
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尾山議長  説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願

いします。 

事務局  議長 

尾山議長  事務局 

事務局 今回の指定申出内容につきましては、農地法３条第２項第５号の別

段面積の取扱基準第５条第２項第１号から４号まで事前に事務局で申

出書に基づき調査しましたが、問題ありませんでした。従いまして、空

き家に附属した農地の指定要件を充たしていると考えます。 

尾山議長  ただいま、事務局より説明がありました。 

 これより議案第６９号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。

質疑はありませんか。 

 （なしと言う者あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６９号は原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

次に議案第７０号「農地法第３条の規定による別段面積（下限面積）

の設定について」を議題といたします。事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局  議長 

尾山議長  事務局 

事務局  農業振興地域を基準にした設定案について、農業振興地域内の農用

地については５０アール、それ以外の地域が１０アール、空き家に附属

した農地に限定した設定案については指定を受けた農地が１アール、

これは最小整数値を示すもので１アール未満を含みます。 

 資料１をご覧ください。２０２０年の農林業センサスの農業経営体

の経営面積別の割合でございます。５０アール以下の経営体の割合が
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１５．２４％となっていますが、農地法施行規則第１７条第１項第３号

に「農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてそ

の定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事

業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧

地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十

を下らないように算定されるものであること」と規定されています。 

最新の農林業センサスでは、５０アール以下の割合が１５．２４％と

なるため、農林水産省の基準を満たしていない事から５０アール未満

では設定できませんので農業振興地域内の農用地における下限面積

は、５０アールとなります。以上、ご審議方よろしくお願いします。 

尾山議長 ただいま、事務局の説明が終わりました。 

 これより議案第７０号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。

質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第７０号は原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

 次に議案第７１号「農用地利用集積計画について」を議題といたしま

す。事務局から説明をお願いします。 

事務局  議長 

尾山議長  事務局 

事務局  それでは議案第７１号「農用地利用集積計画について」説明します。 

今月の計画件数は、所有権移転８件、利用権設定７８件、合計８６件と

なっております。利用権設定のうち、農地中間管理事業は６３件となっ

ております。 申出人の住所・氏名、備考欄につきましては、特記事項

のみを説明し、他は省略させていただきます。また、法人及び所有者が
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死亡している場合は、年齢が空欄となりますのでご了承ください。 

はじめに所有権移転について、ご説明いたします。 

整理番号１番、田１筆、９５㎡ の交換です。農地法３条所有権移転

№１関連です。 

整理番号２番、田１筆、６７１㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。 

整理番号３番、１ページから２ページです。田２、１，８３４㎡の売

買です。価格は総額〇〇円です。 

整理番号４番、田１筆、２，９５２㎡の売買です。価格は総額〇〇円

です。 

整理番号５番、２ページから３ページです。田２筆、３，１１７㎡の

売買です。価格は総額〇〇円です。 

整理番号６番、田１筆、２６７㎡の贈与です。 

整理番号７番、田１筆、３，４１６㎡の売買です。価格は１０ａ当た

り〇〇円です。山口委員の掘起しです。 

整理番号８番、田１筆、６６１㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。 

続きまして、利用権設定についてご説明いたします。利用権設定につ

いては、貸借期間及び借賃についても省略し、特記事項のみ説明させて

頂きます。使用貸借については、賃借料の記載が空欄となりますのでご

了承ください。 

整理番号１番、田３筆、２，６８１㎡の賃貸借です。 

整理番号２番、田１筆 １，３８１㎡の賃貸借です。 

整理番号３番、６ページから８ページです。田１筆、畑６筆、計７筆、 

１３，２５４㎡の使用貸借です。 

整理番号４番、８ペーから１１ページです。田１０筆、１２，２５７

㎡の賃貸借です。 

整理番号５番、１１ページから１２ページです。田６筆、８，１３１

㎡の賃貸借です。 

整理番号６番、田２筆、２，８５５㎡の賃貸借です。 
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整理番号７番、田１筆、１，２１５㎡の賃貸借です。 

整理番号８番、田２筆、３，７８４㎡の賃貸借です。 

整理番号９番、畑１筆、８８４㎡の賃貸借です。 

整理番号１０番、１５ページから１７ページです。田１０筆、６，３

９３㎡の賃貸借です。 

整理番号１１番、田１筆、９４９㎡の賃貸借です。 

整理番号１２番、１８ページから１９ページです。田４筆、３，３９

１㎡の賃貸借です。 

整理番号１３番、１９ページから２０ページです。田４筆、２，５９

１㎡の使用貸借です。 

整理番号１４番、田１筆、３４６㎡の使用貸借です。 

整理番号１５番、２０ページから２１ページです。田２筆、２，０８

５㎡の賃貸借です。 

整理番号１６番から７８番までは農地中間管理事業です。なお、借受

人の経営面積欄の記載は、農地中間管理機構が借り受けて、利用配分計

画の配分先が未入力となっている面積がシステム上表示されてしまい

ますのでご了承ください。 

また、整理番号１６番から５３番までは、〇〇地区、農地中間管理機

構関連基盤整備事業となります。基盤整備の要件が、農地中間管理権を

事業計画の公告から１５年以上設定する事となっております。令和４

年１１月が事業計画の公告予定となっておりますので、１１月から１

５年以上の期間設定が必要となり、余裕をみて２０年で設定しており

ます。 

整理番号１６番、２１ペーから２２ページです。田４筆、１，３０２

㎡の使用貸借です。 

整理番号１７番、２２ページから２３ページです。田３筆、１，５３

１㎡の使用貸借です。 

整理番号１８番、２３ページから２４ページです。田２筆、１，００
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３㎡の使用貸借です。 

整理番号１９番、田１筆、６３９㎡の使用貸借です。 

整理番号２０番、２４ページから２５ページです。田３筆、１，６３

０㎡の使用貸借です。 

整理番号２１番、田１筆、４８２㎡の使用貸借です。 

整理番号２２番、田１筆、１，４６２㎡の使用貸借です。 

整理番号２３番、２６ページから２９ページです。田１０筆、４，１

５４㎡の使用貸借です。 

整理番号２４番、田３筆、２，０５８㎡の使用貸借です。 

整理番号２５番、田１筆、２，８１５㎡の使用貸借です。 

整理番号２６番、田１筆、１，３９３㎡の使用貸借です。 

整理番号２７番、３０ページから３１ページです。田３筆、２，０５

５㎡の使用貸借です。 

整理番号２８番、田１筆、６４８㎡の使用貸借です。 

整理番号２９番、田２筆、２，４７２㎡の使用貸借です。 

整理番号３０番、３２ページから３３ページです。田２筆、１，０５

５㎡の使用貸借です。 

整理番号３１番、３３ページから３４ページです。田３筆、１，７６

２㎡の使用貸借です。 

整理番号３２番、３４ページから３５ページです。田４筆、３，４４

０㎡の使用貸借です。 

整理番号３３番、３５ページから３６ページです。田３筆、１，７０

９㎡の使用貸借です。 

整理番号３４番、３６ページから３７ページです。田３筆、１，１０

０㎡の使用貸借です。 

整理番号３５番、３７ページから３８ページです。田３筆、１，９３

１㎡の使用貸借です。 

整理番号３６番、３８ページから３９ページです。田２筆、２，６３
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０㎡の使用貸借です。 

整理番号３７番、３９ページから４０ページです。田４筆、２，６８

３㎡の使用貸借です。 

整理番号３８番、４０ページから４１ページです。田３筆、５，０６

３㎡の使用貸借です。 

整理番号３９番、４１ページから４２ページです。田３筆、２，２４

０㎡の使用貸借です。 

整理番号４０番、田１筆、９８７㎡の使用貸借です。 

整理番号４１番、田１筆、４９３㎡の使用貸借です。 

整理番号４２番、田２筆、１，２００㎡の使用貸借です。  

整理番号４３番、田１筆、６８７㎡の使用貸借です。 

整理番号４４番、４４ページから４５ページです。田３筆、１，９９

３㎡の使用貸借です。 

整理番号４５番、田１筆、５８２㎡の使用貸借です。 

整理番号４６番、４５ページから４６ページです。田４筆、２，４２

５㎡の使用貸借です。 

整理番号４７番、田２筆、４，５６２㎡の使用貸借です。 

整理番号４８番、畑１筆、１，４５８㎡の使用貸借です。 

整理番号４９番、田２筆、２，７０４㎡の賃貸借です。 

整理番号５０番、田１筆、６８５㎡の賃貸借です。 

整理番号５１番、田１筆、畑１筆、計２筆、３，６８５㎡の使用貸借

です。 

整理番号５２番、４９ページ～ら５０ページです。田４筆、２，１１

５㎡の使用貸借です。 

整理番号５３番、田１筆、６５２㎡の使用貸借です。 

整理番号５４番、畑１筆、２，２０１㎡の賃貸借です。 

整理番号５５番、５１ページから５２ページです。畑１筆、２，７１

０㎡の賃貸借です。 
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整理番号５６番、田２筆、７，７９３㎡の賃貸借です。 

整理番号５７番、５２ページから５３ページです。田２筆、１，６９

２㎡の賃貸借です。 

整理番号５８番、田１筆、２，４４０㎡の賃貸借です。 

整理番号５９番、５３ページから５４ページです。田１筆、７９３㎡

の賃貸借です。 

整理番号６０番、５４ページから５６ページです。田１０筆、１１，

６８５㎡の賃貸借です。 

整理番号６１番、田１筆 １，２９５㎡の賃貸借です。 

整理番号６２番、５７ページから５９ページです。田８筆、４，７３

６㎡の賃貸借です。 

整理番号６３番、５９ページから６０ページです。田４筆、２，４４

０㎡の賃貸借です。 

整理番号６４番、田３筆、３，０２７㎡の賃貸借です。 

整理番号６５番、田３筆、７，１８７㎡の賃貸借です。 

整理番号６６番、田２筆、１，４７２㎡の賃貸借です。 

整理番号６７番、田１筆、１，０１８㎡の賃貸借です。 

整理番号６８番、田１筆、２，０５３㎡の賃貸借です。 

整理番号６９番、田１筆、９７９㎡の賃貸借です。 

整理番号７０番、６４ページから６５ページです。畑２筆、９，８４

７㎡の賃貸借です。 

整理番号７１番、６５ページから６６ページです。畑３筆、１０，３

１８㎡の賃貸借です。 

整理番号７２番、田１筆、２，１１２㎡の賃貸借です。 

整理番号７３番、６６ページから６７ページです。田１筆、３４７㎡

の賃貸借です。 

整理番号７４番、田２筆、１，０３０㎡の賃貸借です。 

整理番号７５番、６７ページから６８ページです。田２筆、５，８０
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２㎡の賃貸借です。 

整理番号７６番、田１筆、２，０１４㎡の賃貸借です。 

整理番号７７番、６８ページ～６９ページです。田１筆、２，１０９

㎡の賃貸借です。 

整理番号７８番、田１筆、１，４４２㎡の賃貸借です。 

以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり利用権設定等を

受ける者が農用地の全てを、効率的に利用して耕作すること。農作業に

常時従事する事など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

尾山議長  ただいま、事務局の説明が終わりました。 これより議案第７１号の

審議に入ります。 

 ６ページ、利用権設定、整理番号３番の貸渡人は稲田委員でありま

す。よって農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」の規

定に基づき稲田委員の退席を求めて審議します。稲田委員の退席をお

願いします。 

 （稲田委員退席） 

尾山議長  それでは、ただ今から利用権設定、整理番号３番の審議に入ります。

各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。利用権設定、整理番号３番は原案のとおり承認す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。稲田委

員の退席を解きます。 

  （稲田委員着席） 

尾山議長  次に４７ページ、利用権設定、整理番号４７番の貸渡人は田中委員で

あります。よって農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制
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限」の規定に基づき田中委員の退席を求めて審議します。田中委員の退

席をお願いします。 

 （田中委員退席） 

尾山議長  それでは、ただ今から利用権設定、整理番号４７番の審議に入りま

す。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

  （なしと言う者多数あり） 

  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。利用権設定、整理番号４７番は原案のとおり承認

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。田中委

員の退席を解きます。 

  （田中委員着席） 

尾山議長  それでは、利用権設定３番ならびに、利用権設定４７番を除く、議案

第７１号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませ

んか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第７１号は原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案第

７１号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。 

 次に、議案第７２号「農地法第５条の規定により許可のあった事業計

画の変更申請について」と、議案第７３号「農地法第４条の規定による

許可申請について」と、議案第７４号「農地法第５条の規定による許可

申請について」と、議案第７５号「非農地証明願いについて」を議題と

いたします。事務局から説明をお願いします。 
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事務局  議長 

議長  事務局 

事務局  議案第７２号「農地法第５条の規定により許可のあった事業計画の

変更申請について」ご説明致します。３７ページをご覧ください。今月

の事業計画変更件数は１件となります。３８ページをご覧ください。 

整理番号１番につきましては、令和２年３月総会にて皆様のご審議

を頂き、許可相当として県に意見書を送付し、許可となった案件となり

ますが、備考欄に記載のとおり、地籍調査の成果により、変更前の地番

が変更後の地番と合筆され、閉鎖されたこと及び、面積が増えたため、

今回変更申請するものでございます。 

場所等につきましては、前回の申請同様、大字〇〇、畑１筆、４，７

１５㎡を太陽光発電施設として使用するものであります。工事期間は

許可日から令和４年９月３１日までとなっています。権利関係は地上

権設定による賃貸借となります。事業費については、地上権料年間〇〇

円、造成費〇〇円、施設工事費〇〇円、九電工事費〇〇円、合計〇〇円

を全額自己資金にて対応されるとの事です。排水につきましては、地下

浸透及び集水桝を経て公共水路にて処理します。 

議案第７３号「農地法第４条の規定による許可申請について」ご説明

いたします。３９ページをお開きください。今月の許可申請件数は１件

です。 

申請人等の住所氏名、立地基準については省略させていただきます。

４０ページをお開きください。 

整理番号１番、申請地は大字〇〇、田１筆、１，２２９㎡を駐車場敷

地として申請するものです。工事期間は令和４年７月１日から１２月

３１日までとなっております。事業費については造成費〇〇円、砂利等

原材料費〇〇円、合計〇〇円を自己資金にて対応されるとのことです。

雨水については西側市道側溝にて処理します。 

議案第７４号「農地法第５条の規定による許可申請について」ご説明
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いたします。４１ページをお開きください。今月の許可申請件数は２件

です。 

申請人等の住所氏名、立地基準については省略させていただきます。

４２ページをお開きください。 

整理番号１番、申請地は大字〇〇、畑４筆、６４５㎡を建築業務用土

場として申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令和４年

５月１日から１０月２５日までとなっています。事業費につきまして

は、土地取得費〇〇円、土地造成費〇〇円、合計〇〇円を自己資金によ

りで対応されます。雨水については集水桝を経て、公共水路にて処理し

ます。  

次に整理番号２番、４２ページから４３ページになります。申請地は

大字〇〇、畑１筆、１５０㎡を住宅用通路として申請するものです。権

利関係は売買です。工事期間は許可日から７月２５日までとなってい

ます。事業費につきましては、土地取得費〇〇円、土地造成費〇〇円、

合計〇〇円を融資により対応されます。雨水については集水桝を経て、

市道側溝にて処理します。尚、この整理番号２番につきましては、昨

日、第３小委員会で現地を確認しましたところ、既に造成がされ、砂利

等が敷き詰められている状態でありましたので、申請人に対して顛末

書の提出を求めました事を報告します。 

続きまして、議案第７５号「非農地証明願いについて」ご説明いたし

ます。４４ページをお開きください。今月の証明願い件数は１件でござ

います。申出人の住所氏名、立地基準については省略させていただきま

す。４５ページをお開きください。 

整理番号１番、場所が、大字〇〇、田１筆、１，４３４㎡です。申請

理由は原野です。 

以上、ご審議方よろしくお願い致します。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第７２号、第７３号、第７４号、

第７５号についについては、３月２８日に、第３小委員会で審議がされ
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ておりますので、ここで第３小委員長から報告をお願いします。 

稲田第３小委員長 議長 

議長 稲田第３小委員長 

稲田第３小委員長 それでは、第３小委員会の報告を行います。会長から招集を受けま

して、３月２８日に、委員８名、事務局３名の計１１名の出席のもと、

第３小委員会を開催いたしました。今回の議案は、農地法第５条の規定

により許可のあった事業計画の変更申請１件、農地法第４条１件、農地

法第５条２件、非農地証明願い１件、計５件でございます。それでは、

議案ごとに、ご説明いたします。議案第７２号、農地法第５条の規定に

より許可のあった事業計画の変更申請、整理番号１番についてご説明致

します。 

本案件につきましては、令和２年３月総会にて許可相当となった案件

ですが、地籍調査の成果により、変更前の地番が変更後の地番に合筆さ

れ、閉鎖されたこと及び、面積が増えたため変更申請するものでありま

す。場所は〇〇地区です。〇〇公民館から北側へ約５００ｍに位置しま

す。申請地の状況は、北側は山林、南側は牛舎敷地、西側は山林、東側

は山林になります。周囲への影響はないと判断し、その他、特に問題は

見当たりませんでした。 

続きまして、議案第７３号、農地法第４条、整理番号１番についてご

説明いたします。 

申請人は自己の所有する田に駐車場敷地を造成したく、今回申請を行

うものです。場所は〇〇地区です。〇〇の北側に位置します。申請地の

状況は、北側は宅地、南側は宅地、東側は雑種地、西側は市道に接して

います。周囲への影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりま

せんでした。 

次に議案第７４号、農地法第５条、整理番号１番についてご説明致し

ます。 

譲受人は、建築業を営んでおり、今回、建築業務用土場を探していた
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ところ、譲渡人の所有する申請地の承諾を得たので申請するものです。

場所は〇〇地区です。えびの市役所から北側に約７００ｍのところに位

置します。申請地の状況は、北側は宅地、南側は市道、東側は農地、西

側は宅地に接しています。周囲への影響はないと判断し、その他、特に

問題は見当たりませんでした。 

次に整理番号２番についてご説明致します。譲受人は、今回、一般個

人住宅を建設する際、進入路が農地であったため、譲渡人の所有する申

請地の承諾を得たので住宅用通路として申請するものです。場所は〇〇

地区です。〇〇から南側に約４００ｍのところに位置します。申請地の

状況は、北側は宅地、南側は宅地、東側は市道、西側は宅地に接してい

ます。周囲への影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりませ

んでした。 

続きまして、議案第７５号、非農地証明願いについてご説明いたしま

す。整理番号１番につきましては、市の公用車では道が細すぎて行けな

かったため、現地調査が出来ませんでしたので、事務局が用意した、航

空写真や現況写真等で判断いたしました。特に問題は見当たりませんで

した。 

以上、第３小委員会は、慎重・審議しました結果、農地法第５条の規

定により許可のあった事業計画の変更申請１件については承認相当と

し、農地法第４条申請１件、農地法第５条申請２件の計３件については

許可相当とし、非農地証明願い１件については、非農地としてやむを得

ないと判断いたしました。 

皆さまのご審議をお願いしまして、第３小委員会の報告を終わりま

す。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局  議長 

議長  事務局 

事務局  判断根拠をご説明いたします。農地法第４条及び第５条の規定によ
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る転用許可申請において、一般基準につきましては、申請書に基づき審

査した結果問題ございませんでした。立地基準につきましても小委員

長報告にありましたとおり問題ないとのことでございます。また、非農

地証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要領及び市農業委員

会非農地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたします。より

まして、今月の議案第７２号から議案第７５号の計５件につきまして

は、転用許可基準及び、非農地判断基準を全て満たしていると判断いた

します。以上でございます。 

尾山議長  ただいま、第３小委員長報告及び事務局の説明がありました。 

 これより審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませ

んか。 

宮田委員  議長 

尾山議長  宮田委員 

宮田委員  議案第７４号の農地法第５条の１番と２番について、受人と渡人と

の関係を教えてください。 

事務局  議長 

尾山議長  事務局 

事務局  宮田委員のご質問にお答えします。整理番号１番、２番ともに、他人

になります。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 議案第７２号、第７３号、第７４号、第７５号に対する第３小委員長

の判断は、許可等相当であります。 

 また、事務局の判断も許可等相当であります。お諮りいたします。 

 議案第７２号、第７３号、第７４号、第７５号は、原案のとおり承認

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 
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尾山議長   全員賛成と認めます。議案第７２号は、原案のとおり、承認相当とし

て、議案第７３号、第７４号は、原案のとおり、許可相当として知事に

意見書を送付いたします。 

 また、議案第７５号は、お諮りのとおり決定いたします。 

 以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

  

      終了時間 午前１０時５８分 

 


